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一
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青
森
県
告
示
第
二
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
十
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
十
六
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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青
森
県
告
示
第
二
十
七
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
十
八
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
十
九
号

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

(

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
設

置)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

｢

公
益
社
団
法
人
青
森
県
医
師
会

三
の
表
中

｢

社
団
法
人
青
森
県
医
師
会｣

を

に
、

｢

青

一
般
社
団
法
人
青
森
県
歯
科
医
師
会｣

｢

青
森
県
地
域
活
動
連
絡
協
議
会

森
県
地
域
活
動
連
絡
協
議
会｣

を

に
改
め
る
。

青
森
県
市
町
村
保
健
師
活
動
協
議
会｣

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

平
成
二
十
四
年
度
青
森
県
ひ
と
り
親
家
庭
等
在
宅
就
業
支
援
事
業
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
み
ら
い
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
三
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所
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る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

ア
キ
タ
メ
デ

ィ
カ
ル
ケ
ア

グ
ル
ー
プ
株

式
会
社

弘
前
市
大
字
中
野

二
丁
目
一
の
一
五

介
護
予
防

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

シ
ル
バ
ー
ス

タ
ー

弘
前
市
大
字
松
原

西
一
丁
目
六
の
一

平
成

��

･

�･

�

� �



� �

株
式
会
社
青
森
テ
レ
ビ

青
森
市
松
森
一
丁
目
四
の
八

六

契
約
金
額

三
千
百
七
十
二
万
五
千
七
百
五
十
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
柏
崎
組

二

代
表
者
の
氏
名

柏
崎

尚
久

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
立
蛇
七
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
二
四)

第
一
二
八
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届

出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当

す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
五
号

(

政
治
資
金
規
正

法
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
21
年
分
�
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
ア
統
括
表
木
村
太
郎

後
援
会
連
合
会
の
項
中

｢
｢

を

に
訂
正
す
る
。

｣
｣

青 森 県 報平成25年１月15日 火曜日 第3640号 �� �

20,629,608

79,015
4,793,193

1,542,640

6,335,833

14,214,760
6,418,163
1,916,353
2,675,182
243,908
1,582,720

5,521,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

27,047,771
25,521,000
2,298,562
27,819,562

20,549,608

79,015
4,793,193

1,542,640

6,335,833

14,134,760
6,418,163
1,916,353
2,675,182
243,908
1,582,720

5,521,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

26,967,771
25,521,000
2,298,562
27,819,562



� �

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
号

(

政
治
資
金
規
正
法
に
よ

る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
22
年
分
�
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
ア
統
括
表
木
村
太
郎

後
援
会
連
合
会
の
項
中

｢
｢

を

に
訂
正
す
る
。

｣
｣

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
九
号

(

政
治
資
金
規
正
法

に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
23
年
分
�
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
ア
統
括
表
木
村
太
郎

後
援
会
連
合
会
の
項
中

｢
｢

を

に
訂
正
す
る
。

｣
｣

青 森 県 報平成25年１月15日 火曜日 第3640号�

17,183,415

74,900
5,376,801

169,050

5,545,851

11,562,664
3,602,107
1,581,761
1,669,501
252,345
98,500

5,449,000
15,500,000

15,500,000
15,500,000

20,785,522
20,949,000
771,791

21,720,791

17,083,415

74,900
5,376,801

169,050

5,545,851

11,462,664
3,602,107
1,581,761
1,669,501
252,345
98,500

5,449,000
15,500,000

15,500,000
15,500,000

20,685,522
20,949,000
851,791

21,800,791

16,488,051

70,000
4,514,407

933,200

5,477,607

10,970,444
4,711,460
1,779,943
2,010,175
245,242
676,100
14,700

4,645,000
20,500,000

20,500,000
20,500,000

21,199,511
25,159,700
935,269

26,094,969

16,398,051

70,000
4,514,407

933,200

5,447,607

10,880,444
4,711,460
1,779,943
2,010,175
245,242
676,100
14,700

4,645,000
20,500,000

20,500,000
20,500,000

21,109,511
25,159,700
1,115,269
26,274,969



� �青 森 県 報平成25年１月15日 火曜日 第3640号 �� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


